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浜松医科大学大学院医学系研究科（博士課程）アドミッション・ポリシー 
 
「優れた研究能力を持つ創造性豊かな医学研究者」と、「高度な研究能力を持ちその成果を臨床現場で活かせ

る臨床医」を養成することを目的として、次のような人材を求めています。 
●求める学生像 

1．医学・医療に関する高度の専門知識・技術を身につけた優れた研究者及び研究成果を医療の現場で活かせ 

る臨床医などを目指す人 

2．自立して独創的な研究を行う能力を身につけ、生涯にわたり学問を探究しようとする人 

3．高い倫理観と人間性を備え、医学の分野で指導的役割を果たす意欲を持つ人 

4．国際的な視野、豊かな知性と教養を身につける意欲を持つ人 

●入学者選抜の基本方針 
「求める学生像」に沿った人材を選抜するために、4 月入学の試験及び海外からの外国人留学生を受け入れ

る 10 月入学の試験を入学時期に合わせて実施しています。 
試験は、英語、専門英語の筆記試験、志望する専攻領域の口述試験、成績証明書及び志望理由書により学

力や資質を総合的に評価し、合格者を決定します。 

 
 

令和2年度浜松医科大学大学院医学系研究科（博士課程）学生募集要項 
 
１ 募 集 人 員 
  

医学専攻  令和 2年 4月入学  2名 

 

 

２ 出 願 資 格 
（1） 大学における医学、歯学又は修業年限6年の薬学、獣医学を履修する課程を卒業した人及び令和2年 3

月卒業見込みの人 

（2） 外国において、学校教育における18年の課程（最終の課程は医学、歯学、薬学又は獣医学）を修了した

人及び令和2年 3月修了見込みの人 

（3） 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育

における18年の課程（最終の課程は医学、歯学、薬学又は獣医学）を修了した人及び令和2年 3月修了

見込みの人 

（4） 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程を修了した

とされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設

であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した人 

（5） 文部科学大臣の指定した人（昭和30年文部省告示第39条） 

ア 旧大学令（大正7年勅令第388号）による大学の医学又は歯学の学部において医学又は歯学を履修し、

これらの学部を卒業した人 

イ 防衛省設置法（昭和29年法律第164号）による防衛医科大学校を卒業した人 

ウ 修士課程を修了した人及び修士の学位の授与を受けることのできる人並びに前期2年及び後期3年の課

程の区分を設けない博士課程に2年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた

人（学位規則の一部を改正する省令（昭和49年文部省令第29号）による改正前の学位規則（昭和28年

文部省令第9号）第6条第1号に該当する人を含む。）で大学院又は専攻科において、大学の医学、歯

学、薬学又は獣医学を履修する課程を卒業した人と同等以上の学力があると認めた人 

エ 大学（医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程を除く。）を卒業し、又は外国において学校教育に

おける16年の課程を修了した後、大学、研究所等において2年以上研究に従事した人で、大学院又は専

攻科において、当該研究の成果等により、大学の医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程を卒業し

た人と同等以上の学力があると認めた人 

（6） 大学（医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程に限る。）に4年以上在学している人で、所定の単

位を優秀な成績で修得したものと本研究科において認めた人 

（7） 外国において学校教育における16年の課程（医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程に限る。）を

修了し、又は外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外

国の学校教育における16年の課程（医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程に限る。）を修了し、

所定の単位を優秀な成績で修得したものと本研究科において認めた人 

（8） 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程（医学、歯

学、薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。）を修了したとされるものに限る。）を有する



- 2 - 

ものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指

定するものの当該課程を修了し、所定の単位を優秀な成績で修得したものと本研究科において認めた人 

（9） 個別の入学資格審査をもって、大学を卒業した人と同等以上の学力があると本研究科において認めた人

で、令和2年 3月 31日において24歳に達した人 

 

３ 個別の入学資格審査 
「２ 出願資格（5）のウ、エ、（6）から（9）」までのいずれかで出願しようとする人については、出願

前に個別の入学資格審査を行うので、提出期限までに必要書類を提出してください。 

（1）提出期限 

   令和元年11月 20日（水） 

（2）提出書類 

  ア 入学試験出願資格審査申請書（本学所定の様式） 

  イ 出身大学、大学院等の卒業･修了（見込）証明書及び成績証明書 

  ウ 研究歴証明書（本学所定の様式） ※該当者のみ提出 

    ※ア及びウの様式については、本学ホームページ上でダウンロードが可能です。A4サイズで印刷の上、そ

の他書類とあわせて提出してください。 

（3）提出先 

  「４ 出願手続（3）出願書類等の提出先及び照会先」（3ページ） 

 

４  出 願 手 続 
（1） 出願書類受付期間 

令和元年12月 16日（月）から12月 25日（水）17時までに大学必着とします。  

注 1 あらかじめ予定指導教員（15 ページの「研究指導教員一覧」参照）に連絡し、当該教員と研究

内容の確認をしてから出願してください。 

  2 出願書類を持参する場合は、9時から17時までとします。 

  3 出願書類を郵送する場合は、「書留速達」郵便とし、封筒表面に「大学院（博士課程）入学願書

在中」と朱書きしてください。 
（2） 出願書類等 

 書  類  等 摘        要 

1 入 学 志 願 票 本学所定の用紙によります。 

2 
受 験 票 

写 真 票 

本学所定の用紙によります。 

無帽・正面・上半身・縦4cm×横 3cmの出願前3か月以内に撮影

した写真を貼付してください。 

3 成 績 証 明 書 

出身大学（学部）等の長が作成し、厳封したものを提出してくだ

さい。 

大学院修士課程修了（見込）者にあっては、当該研究科の長が作

成し、厳封したものを提出してください。 

4 志 望 理 由 書 本学所定の用紙によります。 

5 
卒業（修了）証明書 

（ 見 込 を 含 む ） 

出身大学（学部）等の長が発行したものを提出してください。（大

学院中途退学者は「退学証明書」を添付してください。） 

大学院修士課程修了（見込）者にあっては、当該研究科の長が作

成したものを提出してください。 

6 検 定 料 

30,000円を同封の「振込依頼書」を使用して最寄りの銀行窓口から、

電信扱いで振り込んでください。振込期限は12月24日までです。 

振込手数料は、振込人負担とします。 

ＡＴＭ（現金自動預払機）で入金する場合は、振込依頼書に記載

されているご依頼人番号及び志願者氏名を必ず入力し、「ご利用明

細票」を「振込金受付証明書」と併せて貼付してください。 

銀行窓口で返却された「振込金受付証明書」に銀行の収納印があ

ることを確認し、検定料振込金受付証明書貼付用紙の所定欄に貼付

してください。 

郵便局からは払込みできません。 

既納の検定料は、出願書類等を提出したが受理されなかった人以

外には返還できません。 
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7 返 信 用 封 筒 
受験票送付に使用します。定形（長形 3 号）の封筒に送り先を

明記し、切手374 円（速達料金）を貼付してください。 

8 あ て 名 票 合格通知に使用します。必ず届く住所を正確に記入してください。 

9 受 験 承 諾 書 

官公署・会社・病院等に在職中の人又は他の大学院に在学中の人は、

本学所定の用紙により、所属機関長の承諾書を提出してください。 

また、本学附属病院に在職中の人は本項目「(3) 出願書類等の

提出先及び照会先」にお問い合わせください。 

10 
入学試験出願資格審査 

申請書（注3） 

本学所定の用紙により、令和元年 11 月 20 日（水）までに必着

とします。 

注 1 出願書類等に不備がある場合は、受理しないことがあります。 

  2 出願書類等は返還しません。 

  3 10は、「２ 出願資格（5）のウ、エ、（6）から（9）まで」のいずれかに該当する人のみ、 

所定期日までに提出してください。 

  4 受験票は、受付事務が完了次第出願者に郵送します。令和2年 1月 17日（金）までに到 

着しないときは、下記に問い合わせてください。 

  5 出願書類等を提出したが、不備等により受理されなかった人に限り、入学検定料から振込 

手数料を差し引いた金額を返還します。該当者には、請求方法等を別途通知します。 

        6  「1．入学志願票」及び「4.志望理由書」については、本学ホームページ上でダウンロード

が可能です。A4サイズで印刷(「1．入学志願票」は両面印刷)の上、その他書類とあわせて提

出してください。 

（3） 出願書類等の提出先及び照会先 

   〒431-3192 浜松市東区半田山一丁目 20 番 1 号 

     浜松医科大学入試課入学試験係            電話 053-435-2205 

 

５ 選抜方法等 
入学者の選抜は、英語、専門英語の筆記試験、志望する専攻領域の口述試験、成績証明書及び志望理由書に

より学力や資質を総合的に評価し、合格者を決定します。 
 

(1) 試験期日及び会場 

期  日：令和2年 2月 15日（土） 

会  場：浜松医科大学講義実習棟 

(2) 学力検査項目 

検  査  項  目 時  間 

学 

力 

検 

査 

外
国
語
試
験 

英語（筆記試験）  9:00～10:30 

専門英語（筆記試験） 11:00～12:30 

口
述
試
験 

志望する専攻領域について行います。 
必要に応じて 

実施します。 

※ 外国語試験において、辞書（電子辞書は不可）の持込みを可とします。 

 

６ 合格発表 
令和2年 3月 9日（月）10時の予定。 

本学講義実習棟前の掲示板に合格者の受験番号を掲示するとともに、速やかに速達郵便で通知します。 
なお、電話等による合否の照会には、一切応じません。 
また、本学ホームページ上でも合格者の受験番号を掲示します。 
（URL: http://www.hama-med.ac.jp/admission/index.html） 
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７ 入学手続等 
   合格者は、次により入学手続きを行ってください。 

なお、入学手続きに必要な書類等は、合格者に別途送付します。 

(1) 入学手続期間 令和2年 3月 10日（火）から3月 17日（火）まで（大学必着） 

(2) 郵送する場合 

上記(1)の入学手続期間内に必着するよう「書留速達」で郵送してください。 

   (3) 入学手続き完了後は、いかなる理由があっても提出書類及び入学料は返還しません。 

   (4) 入学手続きを完了した人であっても大学等を卒業・修了等できない場合は、入学を取り消します。 

 
８  納付金 
(1) 納 付 額 

入 学 料       282,000円（令和元年度実績） 
授 業 料    前期分   267,900円（令和元年度実績） 

（年 額）  535,800円（令和元年度実績） 

授業料は入学後に納付していただきます。 
納付金の改定が行われた場合は、改定後の金額を適用します。 

(2) 納付金の免除等 
ア 入学料の免除 

次のいずれかに該当するときは、申請により入学料を免除することがあります。 
（ア）経済的理由によって納付が困難であり、かつ、学業が優秀と認められる場合（半額免除） 
（イ）入学前 1 年以内において、その学資を主として負担している者（以下「学資負担者」という。）  

が死亡した場合 
（ウ）入学前 1 年以内において、本人又は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合 
（エ）上記（イ）・（ウ）に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合 

   イ 入学料の徴収猶予 
次のいずれかに該当するときは、申請により入学料の徴収猶予を行うことがあります。 
（ア）経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業が優秀と認められる場合 
（イ）入学前 1 年以内において、その学資を主として負担している者（以下「学資負担者」という。）

が死亡し、納付期限までに納付が困難であると認められる場合 
（ウ）入学前 1 年以内において、本人又は学資負担者が風水害等の災害を受け、納付期限までに納付

が困難であると認められる場合 
（エ）その他やむを得ない事情があると認められる場合 

ウ 授業料の免除 
  経済的理由により授業料納付が困難であり、かつ、学業が優秀と認められる学生については、選考の

上、授業料の全額又は半額を免除する制度があります。 
 

９   その他 
(1) 外国の大学等を卒業した人で出願しようとする場合は、予定指導教員（15ページの「研究指導教員一覧」

参照）を経由して出願資格の確認を行ってください。入学資格審査が必要になった場合は、令和元年 11

月 20日（水）までに必要書類を提出してください。（2ページ「３ 個別の入学資格審査」参照） 

(2) 出願書類の請求は、表に「大学院博士課程出願書類請求」と朱書した封筒に返信用封筒（角型2号）（郵

便番号・住所・氏名を明記し、切手 210 円分を貼付）を入れて、入試課入学試験係宛に送付してくださ

い。 

 

10 個人情報の取扱い 
募集に伴い提出された個人情報及び試験結果については、入学者の選抜及び選抜方法の検討を目的

として使用するものであり、それ以外に使用することはありません。また、取得した個人情報につい

ては、法令その他の規程に基づき、本学において適切に管理します。 
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⑭

⑳

⑳

⑳

⑯ 

⑮

㉓

㉑⑳

⑳

⑳

⑳

㉔

⑰

N

②

⑨

⑲

⑧

㉒

⑥

⑩

⑪

⑬

⑫⑳

⑳

⑳

⑳

⑳

⑱

⑦

①

③

⑤

④

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7　　　

  8

  9

10

11

12

13

14

番号 番号

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

講義実習棟

臨床講義棟・保健管理センター

福利施設棟

看護学科棟

附属図書館

基礎・臨床研究棟

医工連携拠点棟

附 属 病 院

管　理　棟

体　育　館

武　道　館

プール（50M）

プール更衣室　

野　球　場

サッカー・ラグビーグラウンド

テニスコート

弓　道　場

慰　霊　塔  

半田山会館

職 員 宿 舎

看護師宿舎

ＲＩ動物実験施設

医療廃棄物処理センター

国際交流会館

フォトン研究棟

サイクロトロン棟

探索的臨床研究施設

総合人間科学・基礎研究棟

主 要 施 設 名 称 主 要 施 設 名 称

市道積志初生線

〈信号〉
メインアプローチ

キャンパス案内

駐車場

駐車場入口

バス停
（医科大学）

㉖

㉗

㉕

試  験  場試  験  場

入口

駐
車
場

㉘



浜松医科大学位置図

高速バス停高速バス停
三方原
スマートIC

浜松医科大学

三方原
スマートIC

三方原
スマートIC

浜松SA
スマートIC

約5分

約25分

約25分

約5分


